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６）身近な公園を充実させます[方針６] 

幼児から熟年者まで誰もが、公園を身近に感じることのできる生活環境を

整備していくために、以下の施策を進めます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）歩いていける公園の充実 

４５ 歩いて行ける公園の計画的な配置 実施主体 区 拡充 

区内には、465 箇所、358ha の公園が整備されています。また、これま

で、身近な公園が少ない地域において、新たな用地取得による公園整備や開

発指導※による児童遊園の整備などを進めてきました。 

しかし、身近な場所に公園が少ない地域が存在していることや、借地の児

童遊園では相続などによる用地返還により新たな公園不足地域が発生する可

能性があります。 

今後、必要地域の優先順位を整理し、財政状況を勘案しながら計画的な公

園整備を進めていくため、後述する公園配置方針などに基づいて、幅広い世

代のニーズに対応する、歩いていける身近な公園の整備を推進します。 

主な関連施策：11、54 

 

 

 

 

 

 

 

 
※江戸川区住宅等整備指導要綱に基づいて児童遊園の整備を推進。（指導要綱は廃止され、

平成 18 年 4 月以降は住宅等整備基準条例を施行している） 

長谷川 ppt 

広場 

（１）歩いて行ける公園の充実 

45 歩いて行ける公園の計画的な配置 

46 特色のある公園の整備 

47 生き物にやさしい公園づくり 

（２）既存公園のリフレッシュ 

49 公園施設長寿命化計画の策定 

50 幼児から熟年者まで利用できるやさしい公園づくり 

51 生態系に配慮したリニューアルや管理 

《身近な公園を充実させる施策の柱》 

48 循環型公園づくり 

 みどりを創る 

 

基本方針３ 

さざなみ公園 

（１）歩いて行ける公園の充実 

松本ふじの花公園 
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■最初の区立公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

■民有地の取得による公園整備       ■密集市街地の公園整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住宅等整備指導要綱に基づく提供公園   ■民有地の借地による児童遊園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生産緑地の公園化（西一之江さくら公園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
整備後 整備前 

行船公園 逆井公園 大杉公園 

中央森林公園 かるがもひろば 

中央二丁目公園 篠崎四丁目児童遊園 
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 ■身近な公園の配置方針 

【公園配置の考え方】 

①標準的な公園配置 

・おおむね 500ｍ四方の地区を一つの単位と考

えて、１地区あたり、複合的な機能を持つ公

園（標準規模 1,000㎡以上）を１箇所配置し

ます。 

 

地区 

(500m×500m) 

1,000㎡以上の公園 

【規模の考え方】 

身近な公園には、子ども達たちが遊ぶ

ための遊具やベンチ等の休養施設、様々

な用途に使える広場など、複合的な機能

を備えていることが求められます。 

公園の実態調査（平成 22 年度実施）

結果から、面積がおおむね 1,000 ㎡以

上の公園では、このような複合的な機能

を有し、休息や散歩、遊具を使った遊び

など、様々な利用がなされている公園が

多いことを再確認しました。 

しかし、500 ㎡程度の面積では、幅広い世

代に対応できる施設整備には限りがあること

から、身近な公園である街区公園の面積につい

て、最低限 1,000 ㎡以上確保することとし、

目標とする面積は 2,500㎡と設定します。 

 

 

面積がおおむね 1,000 ㎡以上の公園に

なると、広場や休憩施設、複数の遊具な

どが整備でき、身近な公園として最低限

の機能が確保できます。 

面積が 500 ㎡未

満の公園になる

と、広場やベンチ

など、施設が限定

されます。 

面積が1000㎡程度の公園の例 

面積が500㎡程度の公園の例 

面積が2,500㎡程度の公園の例 

面積がおおむね2,500㎡以

上の公園になると、幅広い

世代に対応した施設の整備

が可能です。 

植栽のスペースも多く取れ

ることから、緑豊かな公園

が確保できます。 

 

すべり台 

ベンチ 

広場 

 

砂場 

 

広場 

複合遊具 

水飲み場 

手洗所 

ベンチ 

複合遊具 

水飲み場 

ベンチ 

健康遊具 

手洗所 

休憩所 

広場 

噴水 

手洗所 
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【身近な公園の配置検討モデル】 

地区の特性に応じて、下記に示す方策を活用して、身近な公園を配置していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
例）公園配置の検討モデル① 未利用地活用モデル 

ａ 駐車場や資材置き場のようなオープンスペースが多く残っている地区は、これ

らの土地の公園化や広場的な活用方策を検討します。 

ｂ 地区計画等による公園用地の確保を行うなど、市街地環境の整備を進める中で、

適切な公園整備を行います。 

ｃ 大規模開発による提供公園を活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

②小規模公園の機能分担の考え方 

●小規模用地を確保することにより機能分担する場合 

・前述の 500m 四方のエリアに将来にわたって 1,000 ㎡以上の公園用地の確保が

難しい地区で小規模用地を新たに取得できる場合は、小規模公園の機能分担によ

って、地区全体での公園機能の充足を図ります。 

 

 

 

 

 

●近接する既存小規模公園の改修により機能分担する場合 

・小規模な公園が近接しているような場合は、それらの公園を一つのグループと考

えて、公園の改修時に機能の転換や強化を行い、地区全体での公園機能の充足を

図ります。 

ｂ 地区計画等による市街地環境の整備 

ｃ 大規模開発による提供公園 

提提供供公公園園  

新新規規公公園園整整備備  

11,,000000 ㎡㎡以以上上のの公公園園  

公園から 250mの範囲 

駐駐車車場場やや資資材材置置きき場場等等  

ａ 駐車場等の空き地の活用 

広場型に改修 

近接する公園を
グループ化するこ
とで、複合機能を
提供 

修景型公園 

修景型公園 
遊具型公園 遊具型公園 

修景型公園 

小規模公園の
機能分担によ
り、地区全体で
の機能の充足 

広場型公園の整備（新設） 

遊具型公園

（既存） 

修景型公園（既存） 

 

遊具型公園（既存） 

修景型公園（既存） 
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例）公園配置の検討モデル② 農地活用モデル 

ａ 相続等により農地としての存続が困難で、1,000 ㎡を超えるような農地がある

場合、農地を公園用地として活用します。 

ｂ 隣接した農地を合わせると 1,000 ㎡を越えるような農地については、公園用地

として農地の確保を図ります。 

 

 

 

 

例）公園配置の検討モデル③ 既存施設活用モデル 

ａ 密集した市街地が形成されていて、新たに 1,000 ㎡を超えるような用地の確保

が困難な地区では、小規模な公園の機能分担により 1,000 ㎡以上の公園と同等の

機能を提供します。 

ｂ 学校などの公共用地の転用も視野に入れ、公園用地の確保を検討します。 

ｃ 大規模公園への動線（ネットワーク）の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 農地確保による公園用地の確保 

ａ 農業公園としての活用 ａ 農地の公園用地としての活用 

11,,000000 ㎡㎡以以上上のの公公園園  

公園から 250mの範囲 

公園から 250mの範囲 

公園から 250mの範囲 

11,,000000 ㎡㎡以以上上のの公公園園  

11,,000000 ㎡㎡以以上上のの公公園園  

11,,000000 ㎡㎡未未満満のの公公園園  

ａ 近接公園をグループ化することで、 

1,000㎡以上の公園と同等の機能を提供 

 

公公共共用用地地  

ｃ 大規模公園への動線の強化 

ｂ 公共用地の転用 

11,,000000 ㎡㎡以以上上のの農農地地  

合合わわせせてて 11,,000000 ㎡㎡以以上上  

11,,000000 ㎡㎡以以上上のの農農地地  

公園から 250mの範囲 

11,,000000 ㎡㎡以以上上のの公公園園  
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【公園整備が必要な地域の考え方】 

既存の公園や都市計画決定されていて未整備の公園などから一定の範囲（250ｍ）

に、身近な公園が不足していると考えられる地域が残っています。 

歩いていける範囲内（おおむね 250m（歩いて５分程度））に公園が配置されるよ

うに、計画的に整備を推進します。 

  

 1,000㎡未満の公園 
 

大規模な公園（既設） 

 1,000㎡以上の公園（既設） 
 

大規模な公園（計画） 

 1,000㎡以上の公園（計画） 
 

公園から 250mの範囲 

 

身近な公園が不足している地域 

地区特性に応じて、公園配置モデル①～③により公園を配置 

 農  地 

 公共用地 

 駐車場等 

 

250m 

大規模な公園 

1,000 ㎡以上の

公園 

1,000 ㎡未満の

公園 

河
川
緑
地
等
の
大
規
模
緑
地 

500m 

500m 

河
川 

河
川 

農地 

駐車場等 

地区計画 

配置モデル③の活用 

配置モデル②の活用 

配置モデル①の活用 

公共用地 

動線の強化 

動線の強化 

配置モデル③の活用 
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４６ 特色のある公園の整備 実施主体 区 拡充 

新規の公園整備や既存公園の大規模な改修にあたっては、特色のある公園

を地域にバランスよく配置できるように取り組みます。また、自然の残る空

地や路地の活用についても可能性を探っていきます。 

主な関連施策：49、50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４７ 生き物にやさしい公園づくり 実施主体 区 拡充 

平成 20 年に制定された生物多様性基本法をうけて、東京都において生物

多様性保全に向けた基本戦略が作成されました。生物多様性の確保という面

においては、公園や学校などの公共の緑は、その重要な拠点となります。 

生物に触れる機会の少なくなった子どもたちにふれあいの場を提供し、実

感する機会を創ることは、将来の江戸川区にとって非常に重要な課題です。 

公園の整備にあたっては、江戸川区本来の自然環境も考慮した、生き物の

生息環境となる空間の確保に努めることとします。 

主な関連施策：22、42、51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特色ある公園の例 

癒しの公園（木陰公園）、実のなる木の豊かな公園、花いっぱいの公園、原っぱ公園、キ

ャッチボールができる公園、木製遊具のある公園、公園事務所での養蜂 等 

 

 

生き物にやさしい公園づくりの例 

◆バタフライガーデンの整備 

かんきつ系（ミカン科）の樹木を植栽し、

周囲にはチョウの呼べる花を植えることに

より様々なチョウに繁殖、採餌の場を造る

ことができます。 

◆トンボの棲める水辺の整備 

水辺の多い江戸川区では、対象種の行動半径を考慮しな

がらトンボの棲める環境を整備することで、特徴的な生物

多様性を持った環境の創出が可能と考えられます。 

憩いの空間（ふれあいの森 

宇喜田公園） 

清新町緑道バタ

フライガーデン 

原っぱ公園（かんたんの里） 

みどりのコラム 

みどりのコラム 
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４８ 循環型公園づくり 実施主体 区 拡充 

木材には人の心を和ませる効果、吸湿吸音効果など快適な環境を創出する効

果があり、特に遊具などに木材を使うことにより子どもたちが、木とふれあい

木に親しむ体験をすることができます。 

遊具をはじめとする公園施設に、鶴岡や安曇

野など友好都市の木材や、多摩産あるいは荒川

源流の自治体の木材を使うことは新たな形の交

流につながります。また、本区では現在も多摩

産材を樹木の控木などに活用していますが、今

後は遊具などへも活用の幅を広げていきます。 

これらの取り組みは、国産材の循環利用を促進

することにつながり、森林の健全な維持増進に

も寄与することになります。 

主な関連施策：43 

 

（2）既存公園のリフレッシュ 

４９ 公園施設長寿命化計画の策定 実施主体 区 拡充 

既存の公園は、これまでも随時、必要な維持修繕に取り組んできましたが、

今後は、平成 25 年度に公園施設長寿命化計画を策定し、予防保全型管理計

画に基づいて施設の寿命を延ばし、公園施設の安全性の確保、コストの縮減、

平準化を図る維持補修を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆公園施設長寿命化計画 

区内の公園は、整備後 30 年以上が経過し

た公園が 57％、20 年以上経過した公園が

全体の 77％を占めています。 

安全で快適な利用を確保するという、都市

公園本来の機能を発揮するためには、公園施

設の長寿命化と機能・安全性の確保、および

ライフサイクルコストの縮減の観点から、予

防保全的※な管理の考え方に基づく公園施設

の長寿命化計画の策定が必要です。本区では

平成 25 年度に計画策定、計画に基づいた施

設管理による長寿命化及びライフサイクル

コストの縮減を図ります。 

 

 

 

 

 

※複合遊具等の大型施設で安全性の支障となる劣化・損傷を未然に防止することを目的として、

定期的な健全度調査や計画的な改修・更新を行い施設の長寿命化、ライフサイクルコストの縮減

を行うこと。 

K10 公園 

リーディング 

プロジェクト 

木製遊具のある公園 

（総合レクリエーション公園） 

（２）既存公園のリフレッシュ 
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５０ 幼児から熟年者まで利用できるやさしい公園づくり 実施主体 区 継続 

既存の公園については、区民のニーズに即したリフレッシュ遊具の設置、

ワークショップや学校でのアンケートを通じて幅広い世代の利用者の方たち

と協議しながら、公園のリニューアルを進めてきました。 

成熟社会の到来にともない、区民のニーズも

多様化し、公園の利用者層や利用形態も多様化

していることから、今後も時代の変化や地域特

性、周辺公園との機能バランスに配慮しながら、

誰もが利用しやすく地域に愛されるような公

園のリニューアルに取り組みます。 

主な関連施策：46、49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園のリニューアルに際しては、生物にや

さしい環境づくり（バタフライガーデンやト

ンボ池など）に取り組みます。 

また、日常の維持管理においても、例えば

草刈りの時期と回数を調整することで、昆虫

の生息環境や鳥の採餌空間を確保するなど

の生態系に配慮した管理を推進します。 

こうしてできた生物の生息できる草地では、

ネイチャーリーダーによる観察会の開催、管

理作業へのボランティアの参画など生き物

を介した新たなコミュニティの形成を目指

します。 

主な関連施策：22、42、47 

 

５１ 生態系に配慮したリニューアルや管理 実施主体 区 拡充 

草刈りの時期や回数を調整することで

昆虫や鳥にもやさしい公園に 

(写真上ショウリョウバッタ、下スズメ) 

複合遊具の更新（小島公園） 

5 回庁内 

区から 

複合遊具の更新 

（北篠崎二丁目児童遊園） 

 

 

公園などのバリアフリー対応について 

区内の公園・児童遊園は、公園等の出入り口や園路、

休憩施設等は段差ゼロで、かつ傾斜路は、規定勾配以

下のスロープ設置など部分改修を進めてきました。 

今後も利用しやすいやさしい公園を目指し、「江戸

川区立公園等移動円滑化条例」に基づいて、バリアフ

リー対策を推進します。 

 

みどりのコラム 
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７）拠点となる公園を整備します[方針７] 

区民全体や各地域の様々な活動拠点となるような公園を整備していくために、

以下の施策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域の拠点となる公園の整備 

５２ 拠点となる公園用地の確保 実施主体 国､都､区 新規 

区内には、都立公園を除くと、

面積が 5,000 ㎡を越える、地

域の拠点となる公園が少ない状

況です。 

今後、区は拠点となる公園が

不足している地域では、人口動

向や社会動向をふまえながら、

学校用地や移転等による工場跡

地、未利用地等の活用を検討し

ていきます。 

その他にも、既存公園に隣接

する土地の取得、スーパー堤防

事業の機会をとらえた公園・緑

地の整備等により、地域の拠点

となる公園の整備推進を図りま

す。 

 

 

 

 

 

主な関連施策：45、53、54 

 

（２）都立公園の整備 

55 篠崎公園や宇喜田公園の整備促進 

《拠点となる公園を整備する施策の柱》 

（１）地域の拠点となる公園の整備 

52 拠点となる公園用地の確保 

53 

農の拠点となる公園の整備 54 

スーパー堤防事業と合わせた防災拠点整備 

※面積が5,000㎡以上の公園（計画

中の公園も含む）から半径500mの

範囲を描いた図。区の北部から中央

部にかけては、拠点となる公園が不

足しています。 

拠点となる公園の分布状況 

面積5,000㎡以上の公園

まで半径500mの範囲 

 
※河川敷や緑道は含まない 

（１）地域の拠点となる公園の整備 
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ＡＰ＋5.4m 

 

今井児童交通公園 
武蔵野の路 

旧江戸川 

ＡＰ＋1.8m 

 

ＡＰ＋1.8m 
ＡＰ＋5.4m 

５３ スーパー堤防事業と合わせた防災拠点整備 実施主体 国､都､区 拡充 

本区は陸域の７割がゼロメートル地帯であり、堤防が区民生活を守る生命

線となっています。こうした堤防を強化するため、国や都と連携し、沿川の

まちづくりとともにスーパー堤防整備を推進しています。スーパー堤防は、

防災性の向上と同時に親水性を高め、「川」と「まち」とをつなげ、水辺と調

和する良好な環境の形成にもつながります。 

今後、スーパー堤防整備にあわせて、大地震や洪水･高潮などの災害に対し

て安全な避難･救援の防災拠点整備を推進します。 

主な関連施策：52、55、56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スーパー堤防整備による高台化 

《現況》 

《計画》 

■江戸川四丁目防災公園整備計画 

◆江戸川四丁目防災公園計画 

江戸川四丁目ではスーパー堤防事業と合わせ防災公園整備計画を推進し

ます。 

公園や緑地は本来防災機能を有しますが、その中でも「避難場所」や「復

旧･復興拠点」として活用される公園を防災公園と呼んでいます。 

平常時は、水と緑の拠点としての水辺空間、潤いや安らぎのレクリエー

ション公園として、また災害時には一時避難場所としての機能や物資輸送

などの中継拠点としての機能を担う公園として整備します。 

リーディング 

プロジェクト 

旧江戸川 

60m～90m 
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５４ 農の拠点となる公園の整備 実施主体 区 新規 

公園と農地が隣接している場合、農地と公園との一体的な活用を図ります。 

隣接した農地を取得して、既存の農地を農地として守りながら、隣接する公

園を活用して、区民の方々が花や野菜を育てることを通じてコミュニケーショ

ンの図れる場の整備を検討していきます。 

主な関連施策：9、11、20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆興宮公園計画 

既存の興宮公園には遊戯施設や広場機能も

あり、一般的な機能は充足しています。平成

23年に公園に隣接する生産緑地(約1,200㎡)

を区が取得しており、今後農業公園として特徴

的な整備を行うことを検討しています。 

 

 

 

 

収穫の楽しさを味わえる公園づくり 

区では昭和 58 年からリンゴ、ミカンなどの「実のなる木」の植栽を開始。平成４年

４月宇喜田第二住宅自治会の有志が、隣接する宇喜田南児童遊園の実のなる木の手入れ

を始めました。現在では５園の樹木が区民の皆さんにより人工授粉や除草まで手掛けら

れ、実りの秋には収穫祭を行っています。 

 

宇喜田南児童遊園での収穫の様子 

 

リーディング 

プロジェクト 

農業公園計画地 

まずリンゴの「もぎ方」を習います 

ミカンがとれた！ キウィもとれたよ 

大収穫！ 
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（２）都立公園の整備 

５５ 篠崎公園や宇喜田公園の整備促進 実施主体 都、区 継続 

区内には５つの都立公園がありますが、そのうち篠崎公園と宇喜田公園は

未開園の区域が多い状況です。 

中でも篠崎公園は、緑の拠点として「郷土の森」を創出する計画があり、

野鳥の観察や住民参加により緑を育むエリアが計画されています。 

また、東京都地域防災計画において「大規模救出救助活動拠点」に位置づ

けられており、避難場所や広域の救援・復興活動の拠点として、極めて重要

な役割を担っています。 

さらに、水害時にも安全に避難でき

る広場の高台化の整備及び避難動線の

確保が計画されています。 

しかし、大規模救出救助活動拠点に

指定されている、環状七号線周辺の他

の都立公園と比較して、篠崎公園の整

備率は低いことから、今後も東京都に

整備促進を要請していきます。 

また、篠崎公園計画地と周辺の公園

をつなぐ緑のネットワーク形成を進め、

地区全体の安全性の向上を図ります。 

 

■篠崎公園と宇喜田公園の整備状況 

 都市計画 

決定区域 
開園区域 

優先整備 

区域＊ 

篠崎公園 86.8ha 30.2ha 11.18ha 

宇喜田公園 20.0ha 6.0ha 1.05ha  

                                                   
＊都市計画公園・緑地の計画的な整備促進と、整備効果の早期発現に向けた取り組みを定めた「都市計画公園・緑地の

整備方針（東京都・特別区・市町）」において、平成 32年度までに優先的に整備を進めるとされた区域。 

篠崎公園 

 

主な関連施策：53、56 

（２）都立公園の整備 

■環状７号線周辺の大規模救出救助活動拠点が指定

されている都立公園 

  事業中 概成 

舎人公園 

 

和田堀公園 

葛西臨海公園 

 

水元公園 

 

城北中央公園 

 

駒沢オリンピック公園  

 

環状７号線 

 

篠崎公園 

 

 

 

 木場公園 
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■篠崎公園の整備計画イメージ（公園審議会 答申資料より） 

■篠崎公園の整備計画平面図（平成 24年 2月東京都公園審議会 答申資料より） 

    に開設区域を追記 

おおむねの開設区域 
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８）災害から暮らしを守る公園を整備します[方針８] 

地震や水害などの自然災害から暮らしを守るうえで、公園は大きな役割を果

たします。防災拠点としての公園の機能を強化していくために、以下の施策を

進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（1）公園の防災機能の充実 

５６ 公園の高台化の推進 実施主体 国､都､区 拡充 

陸域の７割がゼロメートル地帯である本区は、洪水や高潮による水害の危

機に絶えずさらされています。 

公園の高台化は、水害時における一時避難場所や、物資輸送などの中継拠

点としての機能を担うために大変重要です。 

篠崎公園の整備計画においては、「震災時のみならず、水害時にも対応でき

るよう、公園に隣接する市街地とのつながりを考慮して、広場の高台化（A.

Ｐ+6ｍ）と避難動線の確保を図る」と位置づけられています。 

今後もスーパー堤防事業などと連携し、公園の高台化を図る整備を推進し

ていきます。 

主な関連施策：53、55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小松川地区スーパー堤防  

 

 

 

 

 

 

整備前     出展：国土交通省 整備後 

（１）公園の防災機能の充実 

56 公園の高台化の推進 

57 公園の防災施設の整備 

《災害から暮らしを守る公園を整備する施策の柱》 

（１）公園の防災機能の充実 
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５７ 公園の防災施設の整備 実施主体 区 拡充 

密集住宅市街地や広域避難場所から離れた地域など、防災上課題のある地

域では、これまでも、かまどベンチや井戸ポンプなどの設備を設け、災害に

対する備えを行ってきました。 

今後も、密集住宅市街地内の公園や地域の拠点となる公園については、雨

水貯留施設やソーラー照明、災害時対応トイレ、かまどベンチ等の設置や防

火性の高い樹木の植栽を行うなど、公園の防災施設の充実を図ります。 

また、設置されたかまどベンチな

どの防災施設が、災害時に効果を発

揮できるように、町会等の防災訓練

での活用や申請による利用など、利

活用のルールづくりも整備と同様

に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かまどベンチ 防災トイレ 

 

公園と防災 

◆清澄庭園（江東区）の例 

多くの死傷者を出した大正 12 年の関東大震災の時に

は、清澄庭園に避難した人たちは周辺の樹木が延焼を抑止

したことにより助けられました。昭和 20 年の東京大空襲

のときにも、この庭園は多くの人たちの避難場所となりま

した。 

◆阪神淡路大震災時の大国公園（神戸市）の例 

平成７年に発生した阪神淡路大震災では、震災後に発生

した火災の延焼を、公園内の樹木が食い止めました。 

（参考：防火性の高い樹木） 

スダジイ、シラカシ、タブノキなどの常緑樹は、防火力の高い

ものが多い。 

 

 

 

 

みどりのコラム 

大国公園(神戸市) 

清澄庭園(江東区) 

雨水貯留槽案内板（左）と井戸ポンプ 

（南篠崎さくら公園） 
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９）公共用地や民有地の緑化を進めます[方針９] 

公共用地や民有地のみどりを増やしたり、質を高めていくために、以下の施

策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）公共施設の緑化推進 

５８ 街路樹指針に基づいた整備と管理 実施主体 区 継続 

本区では、昭和 50 年代から 60 年代にかけて、多くの街路樹を植栽し、緑

豊かな街路を整備してきました。 

街路樹は、私達が日々の生活の中で移動空間として使用している道路に植栽

されており、自然地や公園等に植栽された樹木とは生育環境が異なります。そ

の中には、樹形の乱れにより景観を損ねたり、通行の支障になるなど、樹形の

作り直しが必要なものもあります。また、道路にはライフラインが埋設され、

柵・標識・信号等の安全施設が併設されている箇所もあります。こうした生育

環境のなか、植栽後 20～30 年を経過する街路樹が、周辺の舗装を持ち上げて

歩きにくくなっていたり、歩道の狭い路線に植栽した樹木が生長し大きく枝を

張る等、街路樹を取り巻く環境において様々な施設との競合が多くなり、将来

形を念頭に置いた計画的な剪定が必要となってきました。 

そこで、緑の量の維持と質の向上を図るため、「新しい街路樹デザイン（平成

21 年 4 月策定）」に基づいた街路樹の整備や更新を推進しています。この方針

に基づき、既存の街路樹については、各路線の状況に合わせた効果的な樹形管

理を行うために、路線別目標樹形を設定し、樹冠（樹高）・枝張り・下枝を揃え

る等、統一感のある景観づくりを進めていきます。また今後の整備についても、

歩道幅員や植樹桝の空間スケールと樹木の特性（枝や根の伸長等）を考慮しな

がら、周囲との調和や将来の景観を見据えた街路樹の適切な維持管理を進めて

いきます。 

 

   主な関連施策：64 

（１）公共用地の緑化推進 

58 街路樹指針に基づいた整備と管理 

59 緑化指針による学校や公共施設の緑化 

（２）民有地の緑化推進 

60 緑化の充実 

61 みんなの家に花いっぱい運動の推進 

62 樹木のリサイクルの促進 

 63 優良緑化への表彰制度の充実 

《公共用地や民有地の緑化を進める施策の柱》 

（１）公共用地の緑化推進 
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５９ 緑化指針による学校や公共施設の緑化 実施主体 区 新規 

学校や公営住宅、公共施設などは、敷地や建物の規模の大きなものが多く、

その緑化を進めることは、緑の量を確保できるだけでなく、子どもたちへの

環境学習への活用など、多くの効果が期待できるため、地域のシンボルやモ

デルとなる緑化を行うことが必要です。 

また、施設単位で緑化を行うだけではなく、周囲の街路や地域のみどりと

の調和を図りながら（例えば隣接街路樹の植栽にあわせた樹種の選定など）

今ある緑の維持管理や改築時の緑のあり方（改修の手順、既存樹木の有効活

用、、新たな植栽の方針など）に関する基本的な考え方の指針を定め、緑化を

推進します。 

主な関連施策：37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新しい街路樹デザイン」について 

更新時の樹種選定について「新しい街路樹デザイン」では次のような考えに基づいて 

管理及び更新を図っていきます。 

■「目標樹形」の管理による並木の景観づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きく生長し過ぎた街路樹は・・・ 歩道幅員に合った樹種や若木に更新 

 

学校改築にあたっての考え方 

学校の改築では、一般的に「①校庭に仮設校舎建設」「②既存校舎解体」「③新校舎建設」

「④仮設校舎解体」「⑤校庭整備」という工事を同じ敷地内で行わなくてはならないため、

生長した既存の樹木を活かしきれていないケースがあります。 

作成する指針では、既存樹木の校内外での活用方法やシンボルツリーの植栽など、子供

たちがより緑に親しめる緑のあり方をとりまとめます。 

みどりのコラム 

みどりのコラム 

■狭い路線での大木化した街路樹の更新イメージ 

新緑のクスノキ並木 紅葉のイチョウ並木 
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６０ 緑化の充実 実施主体 区 拡充 

都市部では、公園の整備等による公的空間での緑の確保には限界があり、

市街地の大半を占める民有地の緑化を推進することが重要です。 

本区では、「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例（住宅等

整備基準条例）」に基づいて、一定規模以上の開発に対して敷地の緑化を推進

してきました。また、景観法による景観条例や景観地区、地区計画指定によ

り、緑の都市景観形成を進めています。 

今後は、民有地の緑化をより確実に進めていくために、都市緑地法により

緑化を義務づける「緑化地域制度」の導入について研究･検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観条例による協議により既存樹木

を残した事例 

住宅等整備基準条例による緑化の例 

 

緑化地域制度（都市緑地法第 34条） 

一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷

地面積の一定割合以上の緑化を義務づけられる制度。緑

化が建築確認及び完了検査の要件となり、緑化工事が終

了しない場合は建築の完了検査が受けられないことに

なります。 

景観地区と地区計画 

本区では、一之江境川親水公園沿線と、古川

親水公園沿線を景観地区に指定しています。 

景観地区内では、色彩や高さの制限、最低敷

地面積（100㎡）等を定めていて、同時に地区

計画を指定することで、屋外広告物の制限や、

柵は緑化したものにする等のルールを定めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりのコラム 

緑化地域のイメージ 

地区計画による沿道緑化事例 

古川親水公園沿線地
区景観地区

（２）民有地の緑化推進 
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６１ みんなの家に花いっぱい運動の推進 実施主体 区、区民 新規 

 心をこめて草花を育てたり、庭づくりを楽しんでいる方たちが、花や緑を

通じて互いにふれあい、その輪が広がっていくことが、美しいまちづくりに

つながります。 

これまでの区民主体の「花のまちづくり」「景観まちづくり」活動を踏ま

えて、花や緑を育てる喜びや美しく飾る楽しさを地域で共有する“みんなの

家に花いっぱい運動”のさらなる普及啓発を目指し、『花と緑の向こう三軒

花隣“我が家・わがまち花自慢”』の活動を推進します。 

また、個人の庭や生産者の方の造園樹木苗圃（花木園）を、オープンガー

デン※として開放していただき、緑を介した新しいコミュニケーションの場と

しての活用を促していきます。 

さらに、「向こう三軒花隣」

と「オーブンガーデン」の紹

介マップを作成し、「みんな

の家に花いっぱい運動（長期

計画）」の新たな展開を図り

ます。 

 

 

 

 
※個人の庭を一定期間、一般の人に公開する活動のこと。イギリスで始まり、丹精こめた

庭や花壇を開放し、訪れた人との交流を深めながら季節の植物を楽しむことで、まちや

コミュニティに潤いを与えてくれる。 

主な関連施策：29 

 

６２ 樹木のリサイクルの促進 実施主体 区 継続 

家の建て替えなどにより既存の緑が減

少することを防ぎ、区民の緑化意識の醸

成を図るために、樹木のリサイクルに取

り組むことが大切です。 

そのために、区民や事業者から不用と

なった樹木を受け入れて公共用地等の

緑化に活用する取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

オープンガーデンの例 

 

 

腐葉土づくり講座（落ち葉リサイクル） 
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６３ 優良緑化への表彰制度の充実 実施主体 区 新規 

質の高い民有地の緑化を進めるためには、緑化に対する関心･意欲を高める

ための取り組みが重要です。 

そこで、民間の特に優れた緑について、イベントなどの機会を活用して表

彰を行うことを検討します。また、公共民間の区別なく【（仮称）後世に残し

たい「緑の風景」】を募集し、特に評価の多いものを、公共施設や駅で紹介す

るなど、優良緑化のＰＲを推進します。 

 

 

 

上小岩親水緑道 
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10）みどりのつながりを広げます[方針１0] 

みどりのつながりを広げるために、以下の施策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）街路樹や緑道等の拡充 

６４ 街路樹の整備 実施主体 区 継続 

区内には、すでに５万７千本もの街路樹が整備されており、美観の調和や

ランドマークとして景観を形成することにより、まちの風格を高めています。 

また、街路樹はヒートアイランド現象の抑制や大気浄化など環境面の保全効

果や、水辺や公園などをつなぎ鳥類や昆虫などの移動路としての役割も果たし

ます。 

みどりのつながりを広げ、都市の生物多様性の確保を図るためにも、公園や

緑地の保全と共に街路樹や緑道等の整備による水と緑のネットワークの形成

を推進します。 

今後も、都市計画道路や区画整理事業等の整備に合わせ、樹種選定の多様化

や植栽環境の改善等、街路樹のさらなる充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な関連施策：58 

 

 

 

 

鹿骨二丁目のモミジバフウ 篠崎町四丁目のコブシ 

《みどりのつながりを広げる施策の柱》 

65 親水公園・親水緑道の管理、保全、改修方針の検討 

66 避難路や通学路の緑化 

（１）街路樹や緑道等の拡充 

64 街路樹の整備 

67 再開発によるネットワーク拠点の創出 

（１）街路樹や緑道等の拡充 
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６５ 親水公園・親水緑道の管理、保全、改修方針の検討 実施主体 区 新規 

区内の親水緑道・親水公園の中には、整備されてから長い年月が経過し、

舗装や施設の全面的な見直しが必要な時期にきている路線もあり、今後の維

持管理の方向性を定める必要があります。 

本区の緑化の歴史を語る親水公園・親水緑道は、時代を象徴する石積みや

多自然型護岸などの各路線の特徴を生かしつつ効率的に維持管理をするため

の工夫が求められています。 

整備当初のコンセプトと時代ニーズの変化、区民の意見を踏まえながら、

維持管理や保全・改修のための方針検討を行うこととします。 

主な関連施策：22、70 

 

６６ 避難路や通学路の緑化 実施主体 区 拡充 

樹木には、災害時の延焼や家屋倒壊などによる道路交通閉塞の防止などの防

災効果があります。この樹木のもつ防災効果を活用して、広域避難場所や防災

上重要なオープンスペースへの避難経路となる道路、通学路などについては、

耐火性の高い樹木を活用した緑化を進めます。 
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６７ 再開発によるネットワーク拠点の創出 実施主体 区、区民 継続 

ＪＲ小岩駅周辺地区まちづくりについて地域住民との話し合いにより平成

21 年１月に基本構想が策定されました。 

「緑とにぎわいがひろがる」コンセプトのもと、道路に面するオープンスペ

ースを緑化し、建物の壁面・屋上の積極的な緑化がまちづくりのルールとな

り、文化景観を創出する提案がされています。 

本区を代表する景観拠点として、さらには防災性の向上を目指し、ＪＲ小

岩駅周辺まちづくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■リングロード 

通りに対して

オープンなし

つらえ 

オーニングや街路樹、

花木ポットによる通

りの個性化 

通りに対してオ

ープンな店のし

つらえ、溜まり空

間の創出（オープ

ンカフェ等） 

 ■フラワーロード 

屋上・壁面の緑

化 

アーケード連

絡部分でのに

ぎわい演出 

低層部でのにぎわい

づくり 

■街路イメージ１ ■街路イメージ２ 
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11）緑豊かな水辺を創ります［方針 11］ 

本区の特長である水辺空間をより豊かにしていくために、以下の施策を進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）河川景観の向上 

６８ さくらによる河川･堤防の修景 実施主体 区、区民 継続 

  区内には、１万５千本のさくらが植えられており、多くの名所があります。 

小松川千本桜や新川千本桜はその代表であり、今後もさくらの植栽による

修景を進め、河川景観の向上を図っていきます。 

また、整備されたさくら並木には、「えどがわ桜守」のボランティア参加な

どを促し、区民の方と協働で守り育てていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）河川景観の向上 

68 さくらによる河川・堤防の修景 

69 河川敷への高木植栽 

（２）水辺利用の促進 

70 親水公園・親水緑道や親水河川の利用促進 

《緑豊かな水辺を創る施策の柱》 

品 

小松川千本桜 新川千本桜 

（１）河川景観の向上 

 

 

新川千本桜整備 

 かつて「塩の道」として江戸時代から重要な舟運路であった全長３ｋｍの新川において、

耐震護岸整備とともに江戸情緒あふれる水辺を整備し、地域の活性化・賑わいづくりにつな

がる「新川千本桜整備」を推進しています。 

 整備にあたっては、地域を愛する地元の方々が設立した新川千本桜の会より、多大な浄財

が寄せられるなど、区民との協働による環境整備が進んでいます。 

 さらに、新川千本桜の中央には、新川の魅力を発信する拠点として「新川さくら館」が 

誕生します。 
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６９ 河川敷への高木植栽 実施主体 区 継続 

本区にとって荒川や江戸川などの広大な河川敷は、人々の交流の場やレク

リエーションの場として重要な空間です。 

河川敷への高木の植栽は、河川敷を利用する人々に緑陰を提供するととも

に、景観上のランドマークとしても際立った存在感があります。 

「河川区域内における樹木の伐採･植樹基準」（国土交通省）に基づいて、

治水に支障がない範囲でエノキ、アキニレなど環境に合う樹種の植栽を進め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水辺利用の促進 

７０ 親水公園・親水緑道や親水河川の利用促進 実施主体 区､区民 継続 

区内には、総延長が約 27km にも及ぶ親水

公園や親水緑道が整備されています。また、旧

中川や新川の親水河川化にも取り組んできま

した。今後は、こうした区内にネットワークさ

れた水辺空間へのユニバーサルデザインに基

づいたベンチやサインの充実を図ります。 

また、水上スポーツの場や観光資源、自然観

察や歴史との触れあいの場として区民とのパ

ートナーシップのもと、水辺環境の充実、利用

の促進に努めていきます。 

 主な関連施策：22、23、65 

 

  

 

 

 

 
成果品 

成果品 

成果品 

成果品 

古川親水公園 

篠田堀親水緑道 

親水化された旧中川 

江戸川河川敷の高木 

 

荒川河川敷の高木 

 

新川千本桜 

成果品 

（２）水辺利用の促進 
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１．計画の推進体制 

１）各主体の役割 

（１）区の役割 

区は、「江戸川区みどりの基本計画」に基づいて、みどりの施策を進める

ための実施体制を充実させるとともに、みどりに関わる各部署が連携のうえ、

現行施策の継続･拡充はもとより、新たな施策の早期着手に取り組みます。 

同時に、区民や事業者の活動を促す環境づくりに努め、区民の自主的な活

動への支援等についても積極的に行っていきます。 

また、公園施設長寿命化計画に基づく予防保全型の管理、新しい街路樹デ

ザインに基づく整備や更新に取り組むなど、新たな発想のもとに「みどりを

守る」「みどりを育む」「みどりを創る」を推進していきます。 

 

（２）区民の役割 

区民は、身近な花や緑を守り、育て、創る主体です。 

本計画に掲載している「一人ひとりの思いや発想を実現するアクション」

にあるように、一人ひとりの思いを行動にうつし、まちに広げていくことが

大切です。 

身近なみどりに目を向け、地域のみどりづくりに参加して区民相互のつな

がりを深めるなど、様々な活動に積極的に係わっていくことを期待します。 

 

（３）事業者の役割 

事業者は、地域社会の一員としてみどりへの関心を高め、責務の一つとし

て地域に貢献できるみどりづくりの活動に参画することが求められていま

す。 

ルールに基づいた民有地の緑化のみならず、資材・人材や資金援助、緑化

活動への参加など、みどりのまちづくりを担う一員として積極的に係わって

いただくことを期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 

・敷地の緑化 

・ボランティア等 

区 

・施設整備 

・みどりの活動支援 

        等 

区 民 

・民有地の緑化 

・ボランティア等 

連携 

連携 

連携 

計画の実現に向けて 第６章 
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凡 例 

 

 

行政境を超えた 

みどりの広がり 

 

 

 

みどりに関わる

人の流れ 

２）関係機関等との連携 

（１）庁内の推進体制 

本計画に示した施策には、庁内の各部署が相互に関連する計画や事業、施

設に関するものが数多くあります。特にアダプト制度や子どもたちの教育に

関する取り組みにおいて、関連部署相互の緊密な連携は非常に重要になりま

す。みどりのまちづくりをより推進するため、庁内各部署による密接な情報

交換や連絡・調整を図る「（仮）みどりのえどがわ会議」を設置、施策の効

果的・効率的な展開を図ります。 

 

（２）国、都との連携 

みどりの拠点であり、防災性の向上に不可欠な都立公園の整備拡充を東京

都と連携して推進します。 

また、スーパー堤防と一体で進めるまちづくりにあわせ、川とまちの調和

を図るみどりの拠点、防災の拠点整備を国や都と連携して推進します。 

さらに、本区のみどりを特徴づけている農地の減少を防ぐためには、生産

緑地地区の指定対象面積の引き下げや、相続税の軽減を含めた負担の改善を

図ることが必要であるため、これらの改善を国に要望します。 

区内にある国や都が管理する施設については、本計画に基づき施策の展開

が図れるように働きかけます。 

 

（３）隣接する自治体との連携 

みどりのまちづくりは単一自治体だけでできるものではありません。 

隣接する区･市や河川流域自治体が相互に連携を図りながら、広域的ネッ

トワークの形成に向けた計画･調整及びみどり施策の実施を積極的に推進

していきます。 

 

 

部長 ppt 

 

 

隣接自治体との相互連携による広域ネットワークの形成 
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２．計画の進行管理 

１）進行管理のサイクル 

本計画が目指す、みどりの将来像の実現に向けて、計画（Plan）、実行

（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクルで進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）進捗状況の点検と見直し 

（１）計画（Plan） 

公園及び緑地をはじめ、道路や河川、学校、公営住宅等の公共施設ならび

に民有地のみどりの施策を総合的かつ効果的に推進します。 

（２）実行（Do） 

みどりの基本計画に基づいて、区民との協働により各種の施策、事業を実

行します。 

実行にあたっては、所管する関係各部署相互が充分連携を図り、情報交換

を行いながら課題、効果を共有していきます。      

（３）評価（Check） 

みどりに関する区民意識調査をイベント等の機会に行い、区民が身近なみ

どりをどうとらえているか、何を求めているかを把握し、計画の改善に繋げ

ていきます。 

実績については、｢調査研究段階｣｢着手段階｣｢完了段階｣｢見直し｣などを記

入し、事業の進捗を明確にします。 

（４）改善（Action） 

評価結果は、連絡調整会議にて報告を行い、計画の見直し等に反映させま

す。また、今後、新たに策定される関連計画との整合を図る必要が生じた場

合及び本区を取り巻く社会情勢の変化などをふまえて、必要に応じて計画の

見直しを行います。 

 

計 画（Plan） 
 

○「江戸川区みどりの基本計画」 

実 行（Do） 
 

○施策の実施 

○事業の推進 

改 善（Action） 
 

○点検、評価を踏まえた計画の見直し 

○施策の見直し、新たな施策の立案 

 

評 価（Check） 
 

○施策、事業の進捗状況の点検 

○みどりに関するアンケートの実施 


